
議 第 ３ ４ 号  

 

学 校 給 食 費 の 徴 収 に 関 す る 条 例 の 制 定 に つ い て  

 

本 市 学 校 給 食 費 の 徴 収 に 関 す る 条 例 を 下 記 の と お り 制 定 す る も の と

す る 。  

令 和 ４ 年 （ ２ ０ ２ ２ 年 ） ２ 月 ２ ４ 日 提 出  

 

       柏 崎 市 長  櫻  井  雅  浩     

 

 

 

記  

新 潟 県 柏 崎 市 学 校 給 食 費 の 徴 収 に 関 す る 条 例  

 （ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 条 例 は 、 学 校 給 食 法 （ 昭 和 ２ ９ 年 法 律 第 １ ６ ０ 号 ） の 規

定 に 基 づ き 市 が 実 施 す る 学 校 給 食 に 要 す る 経 費（ 以 下「 学 校 給 食 費 」

と い う 。） の 徴 収 に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。  

 （ 学 校 給 食 費 の 徴 収 ）  

第 ２ 条  市 長 は 、 学 校 給 食 を 受 け る 児 童 又 は 生 徒 の 保 護 者 （ 学 校 教 育

法 （ 昭 和 ２ ２ 年 法 律 第 ２ ６ 号 ） 第 １ ６ 条 に 規 定 す る 保 護 者 を い う 。

以 下 同 じ 。） か ら 学 校 給 食 費 を 徴 収 す る 。  

２  学 校 給 食 費 の 額 は 、 規 則 で 定 め る 。  

 （ 学 校 給 食 費 の 納 入 ）  

第 ３ 条  保 護 者 は 、 学 校 給 食 費 を 規 則 で 定 め る 日 ま で に 納 入 し な け れ

ば な ら な い 。  

 （ 学 校 給 食 費 の 減 免 ）  

第 ４ 条  市 長 は 、 特 別 の 理 由 が あ る と 認 め る と き は 、 学 校 給 食 費 を 減

免 す る こ と が で き る 。  

 （ 委 任 ）  

第 ５ 条  こ の 条 例 の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 市 長 が 別 に 定 め る 。  

   附  則  



こ の 条 例 は 、 令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  


